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令和4年2月15日号
斑鳩町役場

TEL 0745（74）1001
fax 0745（74）1011

http://www.town.ikaruga.nara.jp/
ホームページ :

メールアドレス :
info@town.ikaruga.nara.jp

掲載しているイベント等の
情報は、２月１日時点での情
報です。新型コロナウイルス
感染症の拡大状況により中止
する場合があります。2022

令
和
４
年
３
月

町
議
会
定
例
議
会
の
日
程

議
会
事
務
局（
☎
内
線
３
０
２
）

３
月
１
日（
火
）本
会
議
初
日

（
委
員
長
報
告
、提
案
説
明
、議
案
上
程
）

広
報
発
行
常
任
委
員
会

４
日（
金
）一
般
質
問

７
日（
月
）一
般
質
問

８
日（
火
）予
算
審
査
特
別
委
員
会

９
日（
水
）予
算
審
査
特
別
委
員
会

10
日（
木
）予
算
審
査
特
別
委
員
会

11
日（
金
）建
設
水
道
常
任
委
員

15
日（
火
）厚
生
常
任
委
員
会

16
日（
水
）総
務
常
任
委
員
会

18
日（
金
）議
会
運
営
委
員
会

24
日（
木
）本
会
議
最
終
日

（
委
員
長
報
告
、
討
論
、
表
決
）

開
会
時
間
は
、
15
日（
火
）、
18
日（
金
）

は
午
後
１
時
30
分
、
そ
の
他
の
日
程
は
午

前
９
時
を
予
定
し
て
い
ま
す
。（
広
報
発
行

常
任
委
員
会
は
本
会
議
終
了
後
）

日
程
、
時
間
は
一
部
変
更
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

清
流
復
活
大
作
戦
の
中
止

環
境
対
策
課（
☎
内
線
１
３
３
）

例
年
３
月
に
実
施
し
て
い
る
河
川
の
一

斉
清
掃
活
動「
清
流
復
活
大
作
戦
」は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
中
止
し
ま
す
。

催

　
　し

お
知
ら
せ

ト
ピ
ッ
ク
ス

募

　
　集

子どもが好きな人、子育てを終えられた人など、ぜひご応募ください。
子どもと関わる仕事に興味があるものの、はじめてで仕事ができるか不安を感じている人も、
学童保育室の職員がサポートし、相談に応じます。お問い合わせをお待ちしています。

学童保育室で子どもたちの成長を見守るお仕事をしませんか～会計年度任用職員の募集～

下記のいずれかの条件を満たしており、放課後
児童支援員認定資格研修を修了した人
 ・ 保育士、社会福祉士、幼・小・中・高等学校または

中等教育学校の教諭免許のいずれかを有する人
 ・ 大学、大学院、外国の大学で社会福祉学、心理

学、教育学、社会学、芸術学または体育学を専修
する学科を卒業した人など

資格・経験は問いません。
大学生も勤務可能です。
経験年数など所定の要件を満たせば、放課後児
童支援員の資格を取得することも可能です。

生涯学習課（☎内線２２２）

職　　　種

仕事内容

勤　務　地

任用期間

勤務時間

報　　　　酬

応募要件

提出書類

提　出　先
試験方法

放課後児童支援員 学童補助員

放課後に帰宅しても児童を保護する者がいない児童に対し遊び場を与え、生活習慣を養うため
一定時間保育することを目的に開室している学童保育室および学校敷地内での保育業務
斑鳩学童保育室、斑鳩西学童保育室、斑鳩東学童保育室のいずれか
令和４年４月１日～令和５年３月３１日（翌年度以降も更新有）

時間給　１,１３４円 時間給　　９９９円

・月～金曜日(学校休業日を除く)      放課後～午後７時３０分
・学校休業日（日曜日、祝日および年末年始を除く）　　午前７時４５分～午後７時３０分
・シフト制・扶養の範囲内で働きたいなど相談に応じます。

・ 履歴書１通（市販用紙・応募者自筆）
・ 保育士証、社会福祉士登録証、教員免許状など
　 応募資格を確認できる書類の写し
・ 放課後児童支援員認定資格研修修了証の写し

教育委員会事務局総務課
口述試験

・履歴書１通
（市販用紙・応募者自筆）
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家
庭
教
育
学
級

み
ん
な
ち
が
っ
て
み
ん
な
い
い

色
々
な
人
と
の
出
会
い
か
ら･･･

　
中
央
公
民
館（
水
曜
休
館
）

（
☎
０
７
４
５

１
５
１
１
）

一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
人
格
を
大
人

と
対
等
の
も
の
と
し
て
認
め
、
尊
重
す
る

こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
、
講
師
が
自
身

の
経
験
を
も
と
に
お
話
し
し
ま
す
。

日
時

　２
月
25
日（
金
）

　
　
　
午
前
９
時
30
分
〜
11
時

場
所

　中
央
公
民
館
　
創
作
室

講
師

　斑
鳩
幼
稚
園 

園
長
　
北
吉
　
実
代

受
講
料

　無
料

申
込

　事
前
に
中
央
公
民
館
へ
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。（
無
料
託
児
あ
り
）

住
民
活
動
セ
ン
タ
ー
講
座

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
の
活
用
講
座

〜
住
民
活
動
に
活
か
せ
る
イ
ン

ス
タ
グ
ラ
ム
の
使
い
方
〜

住
民
活
動
セ
ン
タ
ー

　（
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩
内
）

（
☎
０
７
４
５

０
９
２
３（
直
通
））

写
真
や
動
画
を
通
じ
て
情
報
を
発
信
・

共
有
す
る「
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
」の
使
い
方

や
活
用
法
を
学
び
ま
す
。
住
民
活
動
の
情

報
発
信
や
、
活
動
に
興
味
を
持
っ
た
人
と

の
つ
な
が
り
に
役
立
て
ま
せ
ん
か
。

日
時

　３
月
17
日（
木
）

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

場
所

　役
場
　
地
下
大
会
議
室

講
師

　Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
　
元
気
ク
ラ
ブ
い
か

る
が
　
越
智
　
光
男
　
氏
　

対
象

　イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
ア
カ
ウ
ン
ト
を

取
得
し
、
日
常
で
利
用
し
て
い
る
人

持
物

　イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
の
ア
プ
リ
を
イ

ン
ス
ト
ー
ル
済
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、

パ
ソ
コ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト（
充
電
し
て

持
参
し
て
く
だ
さ
い
）、
筆
記
用
具

定
員

　20
人（
先
着
順
）

春
の
自
然
観
察（
松
尾
山
）と
ネ
イ

チ
ャ
ー 

ク
ラ
フ
ト
＆
間
伐
体
験

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
　
自
然
と
緑
　

　（
☎
０
６-

６
８
０
９-

１
７
０
０
）

松
尾
山
ハ
イ
キ
ン
グ
道
沿
い
の
自
然
を

歩
き
、
里
山
で
間
伐
体
験
や
間
伐
材
で
ク

ラ
フ
ト
作
品
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
　
３
月
21
日(

祝
・
月)

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

集
合
・
解
散
場
所
　

天
満
池
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド
駐
車
場

対
象町

在
住
の
小
学
生（
小
学
３
年
生
以
下

は
保
護
者
同
伴
）※

参
加
費
無
料

持
ち
物

　弁
当
、水
筒
、雨
具
、レ
ジ
ャ
ー

シ
ー
ト
、
タ
オ
ル
、
筆
記
用
具

服
装

　長
袖
シ
ャ
ツ
、
長
ズ
ボ
ン
、
帽
子
、

歩
き
や
す
い
靴

費
用

　無
料

申
込

　任
意
の
用
紙
に
住
所
、
氏
名
、
学

年
を
記
入
の
う
え
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
　
自

然
と
緑（
〒
５
４
０-

０
０
０
６ 

大
阪

市
中
央
区
法
円
坂
１
丁
目
１
番
35
号
）

へ
郵
送
ま
た
は
ｆ
ａ
ｘ（
０
６-

６
８

０
９-

２
７
０
２
）し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
当
日
の
連
絡
は
牧
野（
☎
０
９

０-

３
０
５
２-

５
２
３
８
）ま
で
。

斑
鳩
考
古
学
講
座

古
墳
め
ぐ
り

　
斑
鳩
文
化
財
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
７
４
５

１
２
０
０
）

町
内
に
あ
る
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
古

墳
な
ど
の
文
化
財
を
散
策
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時

　３
月
27
日（
日
）

　
午
後
０
時
30
分
〜
４
時
30
分（
予
定
）

場
所

　甲
塚
古
墳
、
神
代
古
墳
な
ど

対
象

　町
在
住
・
在
勤
の
人（
中
学
生
以
上
）

定
員

　20
人（
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）

参
加
費

　1
0
0
円
程
度（
保
険
料
）

※

当
日
徴
収

申
込

　申
込
期
間
内（
２
月
19
日（
土
）〜

３
月
12
日（
土
））に
、
参
加
者
の
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
を
次
の
い
ず
れ
か
の

子
育
て
支
援
講
座

「
ベ
ビ
ー
ヨ
ガ
＆
マ
マ
ヨ
ガ
」

　
子
育
て
支
援
課

（
☎
０
７
４
５

１
１
５
２
）

赤
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
を
つ
な
ぐ
親
子
で
楽

し
む
ヨ
ガ
で
す
。

日
時

　３
月
16
日（
水
）

第
一
部
　
午
前
９
時
30
分
〜
10
時
30
分

第
二
部
　
午
前
11
時
〜
正
午

場
所
　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

１
階
　
療
育
ル
ー
ム

対
象

ト
ピ
ッ
ク
ス

募

　
　集

催

　
　し

お
知
ら
せ

催

　し

第
一
部
　
生
後
６
か
月
〜
１
歳
の
赤

ち
ゃ
ん
と
そ
の
保
護
者

第
二
部
　
１
歳
〜
１
歳
半
の
赤
ち
ゃ
ん

と
そ
の
保
護
者

講
師

　Ｊ
Ａ
Ｈ
Ａ
認
定
ベ
ビ
ー
ヨ
ガ
＆
マ

マ
ヨ
ガ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

千
葉
　
麻
梨
子
　
氏

持
物

　バ
ス
タ
オ
ル
、
飲
み
物
、
健
康
マ

イ
レ
ー
ジ
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド

※

動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

定
員

　各
部
５
組（
先
着
順
）

申
込

　３
月
２
日（
水
）ま
で
に
子
育
て
支

援
課
へ
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

=健康マイレージポイント対象事業です

方
法
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

・
斑
鳩
文
化
財
セ
ン
タ
ー
窓
口（
水
曜
休
館
）

・
f
a
x
（
０
７
４
５

１
２
０
１
）

・
E
メ
ー
ル

（syougai@
tow

n.ikaruga.nara.jp

）

申
込

　３
月
14
日（
月
）ま
で
に
住
民
活
動

セ
ン
タ
ー
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。



3

催

　
　し

お
知
ら
せ

ト
ピ
ッ
ク
ス

募

　
　集

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、すべて
の教室を事前申込制とします。みなさんのご理解ご協力
をお願いします。
　詳細は地域包括支援センターへお問い合わせください。
対象：町在住の65歳以上の人
問合せ・申込：地域包括支援センター

（☎０７４５‐７５‐４０００､０７４５‐７４‐５６６６）

お互いに感染しない・させないために（お願い）
・事前申込制としますので、前日までに電話でお申し込み
ください。（申し込みのない人は当日参加できません）
・ご自宅で体温を測定してきてください。当日受付でお伺
いします。（37.5℃以上ある人は参加できません）
・体調の変化（体のだるさ、咳、のどの痛み、頭痛、息苦しさ
など）がある人は、参加を中止しましょう。
・マスクを着用しましょう。（マスクを着けていない人は
参加できません）
・手指消毒にご協力をお願いします。

チャレンジ介護予防 !

日　程 時　間 場　所 内　容 持ち物 定員 申　込

3 月 2 日(水)
3 月 9 日(水)
3 月16日(水)
3 月23日(水)

3 月14日(月)

3 月15日(火)

3 月16日(水)

※上記の日程からご希望日を
　一回利用していただけます。

午後2時～3時

（事前に検温・血圧測定
を済ませてください）

生き生きプラザ
斑鳩１階
機能回復訓練
コーナー

タオル、飲み物
※動きやすい服

装でお越しく
ださい。

タオル、飲み物
※動きやすい服

装でお越しく
ださい。

各25人
（先着順）

前日までに
電話でお申し
込みください。午前10時～11時

午前10時～11時

西公民館
集会室1・2

フレイル予防
体操など

各20人
（先着順）

午後1時30分～
　　　2時30分

東公民館
集会室1・2

法隆寺五丁地区
地域交流館

ストレッチ
などの運動

運
動
教
室

生
き
生
き
セ
ミ
ナ
ー

生き生きプラザ斑鳩内
喫茶レインボーウォーク

または2階会議室
（小吉田 1-12-35）

毎月第１水曜日
（または第１木曜日）
午前10時～11時30分

地域包括支援センター
（☎0745-75-4000、
　 0745-74-5666）

地域包括支援センター
（☎0745-75-4000、
　 0745-74-5666）

カノンの扉
（☎0745-74-6333）

ロハスの森
（☎0745-74-6842）

３月２日（水）

３月９日（水）

３月22日（火）

３月18日（金）

毎月第２水曜日
午後1時30分～3時30分

毎月第３金曜日
午後1時30分～3時30分

毎月第４火曜日
（祝日の場合は第３火曜日）

午前10時～11時30分

グループホーム  カノンの扉
（阿波 3-11-6）

デイサービス  ロハスの森
（服部 1-4-35）
創業支援センター

ふらっぴん♪
（神南 5-14-16）

場　所 開催日時 日　程 申込・問合せ

認知症カフェ[和 ]

町内の認知症カフェ　一覧

　　地域包括支援センター（☎０７４５‐７５‐４０００､０７４５‐７４‐５６６６）
　認知症カフェとは、認知症の当事者だけでなく、その家族や
専門職、地域の人などが気軽に集い、情報交換や交流ができる
場です。お気軽にお越しください。

　　　対　象　町在住の人　　　費　用　飲食代は実費負担

※町内の認知症カフェは都合により中止となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

ロハスの学校
（☎0745-43-7762）毎週月曜日毎週月曜日

午後1時～3時
デイサービス  ロハスの学校

（龍田南 1-3-53）

cara v a n

認知症 suppo
rter

広報いかるがお知らせ版 2 月号
=健康マイレージポイント対象事業です
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ト
ピ
ッ
ク
ス

募

　
　集

催

　
　し

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
・
申
請
の
休
日
受
付

住
民
課（
☎
内
線
１
６
１
）

平
日
に
役
場
に
お
越
し
い
た
だ
け
な
い

人
は
、
次
の
と
お
り
休
日
受
付
を
行
い
ま

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
　
３
月
13
日（
日
）、
４
月
９
日（
土
）

　
　
　
午
前
８
時
30
分
〜
正
午

場
所

　役
場
１
階
　
住
民
課
窓
口

※

出
入
り
口
は
東
側
玄
関
の
み
と
な
り
ま
す
。

※

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
・
申
請
に

は
、
本
人
確
認
書
類
を
ご
持
参
の
う
え
、

必
ず
ご
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※

申
請
方
法
、
持
ち
物
な
ど
は
、
住
民
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。（
交
付
・
申
請

方
法
に
よ
っ
て
持
ち
物
が
異
な
り
ま
す
）

国
民
健
康
保
険
税
の
夜
間
納
税
相
談

国
保
医
療
課（
☎
内
線
１
１
４
）

事
情
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
の
納

期
内
納
付
が
困
難
で
、
開
庁
時
間
内
に
相

談
に
来
る
こ
と
が
難
し
い
人
は
、
夜
間
納

税
相
談
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

日
時

　３
月
８
日（
火
）午
後
８
時
ま
で

場
所

　役
場
１
階
　
国
保
医
療
課
窓
口

※

出
入
り
口
は
東
側
玄
関
の
み
と
な
り
ま
す
。

持
物

　本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）、
印
か
ん

※ 「てんいち」とは、てん（英語の10）と、いち（１）を合わせて11（毎月11日
は人権を確かめあう日）という意味です。

1234

廃
車
手
続
き
は
お
早
め
に

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？
バ
イ
ク
・

軽
自
動
車
の
廃
車
・
変
更
手
続
き

税
務
課（
☎
内
線
１
５
２
）

ミ
ニ
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
な
ど
を
ス
ク

ラ
ッ
プ（
廃
車
）、
売
り
渡
し
・
譲
り
渡
し

（
名
義
変
更
）し
た
と
き
や
、
町
外
に
転
出

し
た
と
き
は
、
同
時
に
書
類
上
の
廃
車
や

名
義
変
更
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

● 

賦
課
期
日
は
４
月
１
日
で
す

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
４
月
１
日
現

在
で
登
録
さ
れ
て
い
る
ミ
ニ
バ
イ
ク
や
軽

自
動
車
な
ど
に
つ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

４
月
１
日
現
在
で
廃
車
や
名
義
変
更
な

ど
の
手
続
き
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
、
乗

ら
な
く
な
っ
た
車
両
で
も
令
和
４
年
度
の

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）が
全
額
課
税
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
自
動
車
税
の
よ
う

な
月
割
り
還
付
の
制
度
が
あ
り
ま
せ
ん
）

廃
車
や
名
義
変
更
な
ど
の
手
続
き
を
業
者

な
ど
に
依
頼
さ
れ
た
場
合
は
、
必
ず
手
続
き

の
完
了
と
そ
の
日
付
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

廃
車
・
変
更
手
続
き
を
す
る
場
所

▼
原
動
機
付
自
転
車…

役
場
税
務
課（
☎
内
線
１
５
２
）

▼
軽
自
動
車…

軽
自
動
車
検
査
協
会
奈
良
事
務
所

（
☎
０
５
０-

３
８
１
６-

１
８
４
５
）

▼
二
輪
車…

近
畿
運
輸
局
奈
良
運
輸
支
局

（
☎
０
５
０-

５
５
４
０-

２
０
６
３
）

※

手
続
き
に
は
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
、
申

告
済
証
ま
た
は
車
検
証
な
ど
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
各
手
続
き
先

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 「
税
止
め
」に
つ
い
て

排
気
量
１
２
５
ｃ
ｃ
を
超
え
る
奈
良
ナ

ン
バ
ー
の
二
輪
車
の
廃
車
や
名
義
変
更
な

ど
の
手
続
き
を
奈
良
県
外
で
さ
れ
た
と
き

は
、
当
該
二
輪
車
の
課
税
を
止
め
る
た
め
、

申
告
内
容
を
直
接
町
役
場
に
連
絡（
税
止

め
）い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
へ
の
出
品
や
個
人
間
の

譲
り
渡
し
な
ど
で
、
廃
車
な
ど
の
申
告
書

の
回
送
が
所
有
者
本
人
や
引
き
取
り
業
者

な
ど
か
ら
斑
鳩
町
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
場

合
や
、
県
外
の
申
告
窓
口
で
３
月
末
近
く

に
行
っ
た
廃
車
な
ど
の
申
告
書
の
回
送
が

遅
れ
た
場
合
、
納
税
通
知
書
発
送
時
点
で

廃
車
の
処
理
が
で
き
ず
、
令
和
４
年
度
も

斑
鳩
町
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
面
倒
で
も
税
止

め
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

「
税
止
め
」の
方
法

軽
自
動
車
税
申
告
書
の
コ
ピ
ー
ま
た
は
、

新
ナ
ン
バ
ー
お
よ
び
旧
ナ
ン
バ
ー
の
車
検

証
の
コ
ピ
ー
な
ど
、
廃
車
や
名
義
変
更
の

状
況
が
わ
か
る
も
の
を
税
務
課
に
提
出

（
郵
送
可
）し
て
く
だ
さ
い
。
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（１世帯あたり10万円）は、
住民税均等割非課税世帯や令和３年１月以降に新型コロナウイルス感染症
の影響で家計急変のあった世帯を支援する給付金です。

・今回対象になると思われる世帯に対し、斑鳩町から、給付内容や確認事項が書
かれた確認書を送付しました。

・中身を確認して、確認欄すべてにチェックがある場合に限り、令和４年５月９
日（月）（必着）までに斑鳩町に返信してください。

【確認事項】
①記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないこと
②住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯ではないこと
③世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である人がいないこと

広報いかるがお知らせ版 2 月号

給付金の支給手続き

Ⅰ　令和３年度住民税（均等割）が非課税の世帯

・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類（本人確認書類（写）、確定申告書（写）・非

課税証明書・給与明細書など）とともに令和４年９月30日（金）（必着）までに斑
鳩町に、直接または郵送で提出してください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(＃9110)にご連絡ください。

Ⅱ　新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、
　　世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)

新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を
申請した場合、不正受給（詐欺罪）に問われる場合があります。!

問合せ
内閣府住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金コールセンター

☎0120ｰ526ｰ145
受付時間 9:00～20:00（12/29～1/3を除く）

斑鳩町役場　福祉課
｢住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金｣窓口

☎0745ｰ74ｰ1001

お名前

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
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斑鳩町役場の庁舎内に
コンビニエンスストアと同様の
証明書自動交付機を設置しました！

《中西町長によるデモンストレーション》

月曜日～金曜日 ８ ： ３０～１７ ： ３０　
※役場開庁日のみ。（メンテナンス日を除きます）

※上記時間以外については、コンビニエンスストアを
　ご利用ください。（下記参照）

■  住民票の写し
　（本人および同一世帯の人のみ）
■  住民票記載事項証明書
　（本人および同一世帯の人のみ）
■  印鑑登録証明書
　（本人のみ）
■  戸籍の附票の写し
　（本籍地が斑鳩町の人のみ）
■  所得（課税）証明書
　（本人のみ）※現年度・前年度

取得できる証明書 証明書交付手数料

1通
300円

1通
450円

■  戸籍の全部事項証明書
　（本籍地が斑鳩町の人のみ）
■  戸籍の個人事項証明書
　（本籍地が斑鳩町の人のみ）

午前６時 30分～午後 11時

コンビニ交付サービスとは？

ご利用可能時間

マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエン
スストアに設置されているマルチコピー機で住民票
の写しなど各種証明書が取得できるサービスです。

コンビニ交付サービスって便利？

※年末年始、メンテナンス等でサービスを停止する
場合があります。

※所得（課税）証明書については、各年度の基準日
（その年の 1 月 1 日）に斑鳩町に住民票がある人
に限ります。また、課税資料（所得情報）のない
人は事前に所得に関する申告が必要です。

利用時間

コンビニ交付の利用にはマイナンバーカードが
必要です！

マイナンバーカードを作りましょう！

○マイナンバーカードの便利な点
　①マイナンバーを証明する書類として利用できます。
　②顔写真付きの本人確認書類として利用できます。
　③電子証明書を利用した確定申告（e-Tax）などの各

種電子申請が可能です。
　④カードの交付手数料は無料です。（初回交付のみ）
 ※税金や年金などの個別情報は記録されません。

ご利用には
マイナンバー
カードが
必要です！

申請方法は
次のページ
で紹介して
います。

マイナンバーカードイメージ

表 裏

斑鳩町 コンビニ交付

令和 4 年
1月 5 日から

休日や夜間などでも各種証明書が取得できます。

詳しくは・・・

スマホからはこちらのQRコード
を読み取ってください。
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〔問合せ〕　住民課（☎内線161）

広報いかるがお知らせ版 2 月号

マイナンバーカードの取得方法は？

１. メールアドレス登録 １. メールアドレス登録
スマートフォンによる申請方法

スマートフォンのカメラで交付申請書の QR
コードを読み取り、申請用 WEB サイトにア
クセスしてメール
アドレスを登録
交付申請書をなくした人は
住民課で再発行を依頼して
ください。

郵便による申請方法
① 交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます。
② 交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、

郵便ポストに投函します。

・顔が横向きのもの
・無背景でないもの
・正常時の顔貌と著しく異なるもの
・背景に影のあるもの
・ピンボケや手ぶれにより不鮮明な

もの
・帽子、サングラスをかけ人物を特

定できないもの

２．顔写真登録
登録されたメールアドレス宛に通知される申請者専用 WEB サイトに
アクセスし、スマートフォン（デジタルカメラ）のカメラで撮影した
顔写真を登録　下記の※「顔写真のチェックポイント」を参照

４．申請完了

※顔写真のチェックポイント

画面の案内にしたがって、必要事項を入力して送信すると、登録したメー
ルアドレス宛に申請が完了した旨のメールが届き、申請完了となります

パソコンによる申請方法

パソコンで「マイナンバー総合サイト
オンライン申請」を検索して、申請用 WEB
サイトにアクセスし、メールアドレスを登録
交付申請書に記載の申請書 ID
( 半角数字 23 桁 ) を入力してください。
なくした人は住民課で再発行を
依頼してください。

３．申請情報登録
その他申請に必要な、生年月日、電子証明書の発行希望有無を入力

【ご注意】電子証明書不要にチェックを入れた場合、コンビニ交付サービスなど　
 多様なサービスを受けることができなくなります。

・最近 6 か月以内に撮影
・正面、無帽、無背景のもの
・白黒の写真でも可
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○所 開催場所 ○時 開催時間 ○問 問合せ
※掲載している行事は、申し込み不要のものです。行事等は変更される場合がありますのでご了承ください。

この「広報いかるがお知らせ版」は毎月15日を挟む前後3日間で、町内全家庭に直接
お届けしています。ご近所で配布されていない家庭がありましたらご連絡ください。
編集・発行：総務課（☎内線271）

行  事  予  定

２月２８日（月）

３月１日（火）

行政相談
○所  役場１階第３会議室
○時  13:00～16:00
問 住民課（☎内線163）

＜２月の納期限＞
固定資産税（第４期分）

問 税務課（☎内線153）
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
　　　　　　　（第８期分）

問 国保医療課（☎内線114）
介護保険料（第８期分）

問 福祉課（☎内線126）

マイナンバーカードの交付・
申請休日受付

○所  役場１階　住民課窓口
○時  8:30～12:00
問 住民課（☎内線161）

３月１３日（日）

広報いかるがお知らせ版 2 月号

水道メーター取り替え

建物火災発生時等のサイレン吹鳴設備の復旧

上下水道課（上水道）（☎0745-74-1401）
水道メーターは、計量法により有効期間が８年

と定められています。
上下水道課では、有効期間が満了を迎える水道

メーターを交換しています。
来月は次のとおり作業を行いますので、ご協力

をお願いします。
取替期間　３月12日( 土 ) ～25 日( 金 )
取替地区　龍田西２～８丁目、龍田北５丁目
※対象となるご家庭には事前に「メーター取り替

えのお知らせ」を送付します。
委託業者　関西水道用品（株）

①斑鳩町役場
②消防団第１分団詰所
　（消防コミュニティセンター）
③消防団第２分団詰所
　（法隆寺消防センター )
④消防団第３分団詰所
⑤西公民館　⑥斑鳩南中学校
⑦東福寺１丁目 2 番地内公園

サイレン設置施設 サイレン信号の種類
内  容 周　期

火災信号
（建物火災）

水防信号
（河川増水等による避難指示等）

休止
約 6 秒

休止
約 6 秒

休止
約 5 秒

休止
約 5 秒

約 5 秒約 5 秒

約 1 分約 1 分

福祉課（☎内線１２０）

安全安心課（☎内線２７２）

令和２年度に交付された「斑鳩町外出支援タク
シー助成券」、「斑鳩町高齢者優待タクシー券」、「斑
鳩町高齢者優待共通券」の
利用期限は令和４年３月31日(木)です。

期限を過ぎると無効になり、利用できなくなりま
すので、ご注意ください。

町内７か所に設置しているサイレン吹鳴設備の修繕が完了しました。建物火災や河川増水等による避難指
示等を発令する場合にサイレンを吹鳴し、消防団員の招集や対象地域の人に避難誘導をお知らせします。

令和２年度交付分

斑鳩町外出支援タクシー助成券・
斑鳩町高齢者優待券

（タクシー券・共通券）の
利用はお済みですか


